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き
ょ
う
か
ら
切
替
申
請
を
受
付

翌‥
‐
ｊ

な
る
べ
く
本
人
が
申
請
を

剪
万
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
市
で
は
、
新
し
い
印
鑑
条
例
を
市
議
会
六
月
定
例
会
で
制
定
し
て
Ｉ

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
印
鑑
証
明
を
受
け
る
場
合
、
今
ま
で
の
よ
う
に
実
印
を
持
参
し
て
い
た
だ
く
方
法
か
ら
、

印
鑑
登
録
証
（
登
録
カ
ー
ド
）
を
持
参
し
て
い
た
だ
く
方
法
に
切
替
え
る
と
い
う
も
の
で
、
事
務
を
正
確
に
、

能
率
的
に
行
う
た
め
の
制
度
改
正
で
す
。
市
民
の
み
な
さ
ん
に
は
、
切
替
え
申
請
の
手
続
き
に
雲
量
お
か
け

し
ま
す
が
、
き
ょ
う
八
月
一
日
か
ら
切
替
え
手
続
き
の
受
付
け
を
始
め
ま
す
の
で
、
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

印
鑑
証
明
は
、
不
動
産
の
登
記
や

公
正
証
書
の
作
成
、
そ
の
ほ
か
鼠
妥

な
契
約
に
は
欠
か
せ
な
い
証
明
書
で

日
常
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
宇
治
市
で
は
、
五
十

三
年
度
一
年
間
の
印
鑑
証
明
件
数
が

四
万
八
千
九
百
四
十
件
も
あ
り
、
毎

年
ふ
え
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め

印
鑑
証
明
事
務
を
よ
り
正
確
に
、
能

率
的
に
行
う
に
は
、
今
ま
で
の
手
続

き
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の

ほ
ど
、
新
し
く
印
鑑
条
例
を
制
定
し

た
も
の
で
す
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
新
し
い
印
鑑
の

一

登
録
と
証
明
の
手
続
き
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
し
ょ
う
。

一
印
鑑
登
録
で
き
る
人

・
宇
治
市
に
住
民
登
録
、
外
国
人
登

録
を
し
て
い
る
十
五
歳
以
上
の
人

で
す
。
た
だ
し
禁
治
産
者
は
登
録

で
き
ま
せ
ん
。

－
登
録
で
き
な
い
印
鑑

・
住
民
票
、
外
国
人
晋
一
録
原
票
に
記

載
さ
れ
て
い
る
氏
名
を
表
わ
し
て

い
な
い
も
の
。

・
職
業
や
資
格
な
ど
、
氏
名
以
外
の

事
項
を
刻
ん
だ
も
の
。

・
印
影
の
大
き
さ
が
右
の
図
の
大
き

な
正
方
形
に
収
ま
ら
な
い
も
の
や

小
さ
な
正
方
形
に
収
ま
る
も
の
。

〔原寸大〕

「委任の旨を証する書面｣の書き方

誓
い
合
お
う
恒
久
平
和

広
島
と
長
崎
に
原
爆
が
埓
Ｔ
さ
れ

て
か
ら
三
十
四
年
。

日
本
は
、
世
界
で
も
類
の
な
い
平

和
主
義
を
理
念
と
す
る
新
し
い
窟
法

の
も
と
に
再
出
発
し
、
二
度
と
戦
争

の
あ
や
ま
ち
を
ぐ
り
返
さ
な
い
こ
と

を
誓
い
あ
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
時
が
流
れ
、
戦
争
を
体

験
し
て
い
な
い
世
代
が
多
く
な
る
に

つ
れ
て
、
あ
の
悲
ｅ
な
原
爆
や
戦
争

も
遠
い
昔
の
こ
と
に
な
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。

い
ま
一
度
、
平
和
の
尊
さ
を
か
み

し
め
、
戦
争
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た

ち
に
そ
の
悲
惨
さ
を
語
り
つ
ぎ
、
平

和
を
不
動
の
も
の
に
し
て
い
き
た
い

も
の
で
す
。

宇
治
市
平
和
都
市
推
進
協
議
会
で

は
、
原
爆
が
広
島
に
投
下
さ
れ
た
八

旦
八
日
午
前
八
時
十
五
分
か
ら
と
、

長
崎
に
投
下
さ
れ
た
八
月
九
日
午
前

十
一
時
二
分
か
ら
、
「
希
望
の
鑓
」

を
合
図
に
そ
れ
ぞ
れ
一
分
間
の
黙
と

う
を
さ
さ
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

呼
ぴ
か
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
終
戦
記
念
日
の
八
月
十
五

日
正
午
に
は
、
平
和
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
市
役
Ｍ
の
「
平
和
の
像
」
前
で

戦
争
犠
牲
者
の
め
い
福
と
柑
界
の
恒

ス
平
和
を
願
っ
て
平
和
祈
念
集
会
を

開
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

多
く
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
変
形
し
や
す
い
材
質
の
も
の
や
、

き
損
、
磨
滅
し
た
も
の
。

圖
登
録
申
請
の
代
理
人

登
録
申
請
は
、
本
人
が
手
続
き
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。
や
む
を
得
ず
、

代
理
人
に
依
頼
さ
れ
る
と
き
に
は
本

人
が
自
署
、
押
印
し
た
「
ｉ
荏
の
旨

を
証
す
る
書
圃
」
が
必
要
で
す
。

閥
登
録
申
請
の
確
認

登
録
申
請
さ
れ
た
人
が
本
人
で
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
し
ま
す
。

・
即
日
に
手
続
き
だ
？
す
る
の
は

本
人
が
申
請
さ
れ
て
、
次
に
あ
て

は
ま
る
場
合
で
す
。

哨
運
転
免
許
Ｅ
や
パ
ヌ
ポ
ー
ト
な
ど

の
官
公
署
発
行
の
写
真
を
貼
付
し

た
証
明
書
を
場
宗
さ
れ
た
と
き
。

㈲
申
請
者
が
本
人
に
相
違
な
い
こ
と

を
、
保
証
人
が
保
証
し
た
と
き
。

な
お
、
保
証
人
は
自
分
の
実
印
を

持
っ
て
（
市
外
在

住
の
場
合
は
印
鑑

証
明
書
一
通
も
必

要
）
、
申
請
者
と

と
も
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
そ
の
ほ

か
の
場
合
は
、
す

べ
て
、
自
宅
あ
て

に
照
会
書
を
送
付

し
、
一
ヵ
月
以
内

に
回
答
書
を
持
参

し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

昌
印
鑑
登
録
証
と
証
明
書

手
続
き
が
完
了
す
る
と
、
印
鑑
登

録
証
（
登
録
カ
ー
ド
）
を
お
渡
し
し

ま
す
。
印
鑑
登
録
証
明
書
が
必
要
な

と
き
は
、
印
鑑
登
録
証
を
提
示
し
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
代
理

人
に
依
頼
さ
れ
る
場
合
は
、
カ
ー
ド

を
渡
す
と
と
も
に
、
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
を
正
確
に
お
伝
え
く
だ
さ

い
（
交
付
申
請
書
に
記
入
す
名
必
要

が
あ
り
ま
す
）
。
な
お
、
実
印
や
委

任
状
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

鼠
印
鑑
登
録
証
の
返
還

次
に
あ
て
は
ま
る
場
合
は
、
登
録

カ
ー
ド
を
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
印
鑑
の
登
録
を
し
て
い
る
人
が
別

の
新
し
い
印
鑑
で
申
請
す
る
と
き

▽
登
録
カ
ー
ド
が
汚
れ
た
り
、
破
れ

た
り
し
て
使
え
な
く
な
っ
た
と
き

▽
死
亡
や
転
出
さ
れ
た
と
き

該
当
の
期
間

内
に
手
続
き
を

８
月
は道

路
を
守
る
月
間

八
月
は
道
路
を
守
る
月
間
Ｉ
Ｉ
暮
ら
し
に
欠
か
せ

な
い
道
路
を
い
ま
一
度
見
つ
め
て
く
だ
さ
い
。

道
路
は
、
産
業
活
動
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
、
地

虔
や
災
害
時
の
救
急
活
動
の
場
と
し
て
、
ま
た
避
難

路
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
ま
す
。
道
路
は

広
く
、
正
し
く
、
そ
し
て
美
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
該
当
す

る
切
替
え
期
間
以
外
で
も
、
印
鑑
証

明
が
必
要
で
あ
れ
ば
切
替
え
て
か
ら

証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｉ

三の間

今
年
も
原
爆
の

日
が
近
づ
い
て
き

た
。
八
月
六
日
広

島
と
、
八
月
九
日

長
崎
に
、
人
間
を

殺
す
兵
器
と
し
て

地
球
の
上
に
初
め

て
原
爆
が
投
下
さ
れ
て
か
ら
、
も
’
つ

三
十
四
年
が
過
ぎ
た
▼
こ
の
二
つ
の
一

原
爆
に
よ
り
、
三
十
一
万
四
千
人
が

死
に
、
二
士
一
方
八
千
人
が
傷
つ
い

た
。
そ
し
て
、
昨
年
の
一
年
間
に
原

爆
後
遺
足
の
た
め
五
千
百
十
六
人
が

死
亡
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
人
達
は

直
接
原
爆
の
被
害
管
つ
け
た
人
ば
か

り
で
は
な
い
。
広
島
や
長
崎
に
、
原

爆
の
懲
架
や
負
傷
者
の
宥
護
に
出

向
い
た
た
め
原
爆
足
と
な
り
、
苦
し

み
悩
み
ぬ
い
た
う
え
、
今
、
死
な
ね

ば
な
ら
な
い
多
く
の
人
達
も
合
ま
れ

て
い
る
。
こ
ん
な
残
酷
な
こ
と
は
な

い
。
。
三
た
び
許
す
ま
じ
原
爆
を
’

と
声
高
く
叫
ぴ
た
い
▼
私
は
先
月
十

七
日
、
東
京
の
Ｆ
テ
レ
ビ
に
出
場
し

″
ハ
し
ぶ
り
に
三
波
春
夫
さ
ん
と
対

談
冨
口
構
会
を
得
た
。
一
一
疲
さ
ん
と

私
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
末
期
、

ソ
屑
国
境
で
互
い
に
銃
豪
こ
り
、
生

死
を
と
も
に
し
た
戦
友
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
シ
ベ
リ
ア
の
抑
留
牛
居
で

苦
楽
を
と
も
に
し
た
仲
間
で
も
あ
っ

た
。
帰
国
後
、
数
年
を
経
て
三
波
さ

ん
が
歌
謡
界
で
活
躍
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
、
再
ぴ
友
情
が
結
ば
れ
今

日
に
及
ん
で
い
る
▼
Ｆ
テ
レ
ビ
の
対

該
は
短
時
間
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
あ

と
、
応
接
間
で
た
っ
ぷ
り
と
話
し
あ

う
こ
と
が
で
き
、
昔
の
友
情
を
さ
ら

に
深
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
苦

し
か
っ
た
戦
争
中
や
シ
ベ
リ
ア
の
生

活
を
話
ｔ
つ
ち
に
、
一
一
m
）
ん
-
ｕ
私

も
あ
の
悲
惨
な
戦
争
を
体
験
し
た
者

と
し
て
、
再
ぴ
戦
争
を
繰
ｓ
>
返
す
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

の
思
い
が
、
二
人
の
心
の
中
に
通
い

あ
っ
た
こ
と
は
一
つ
の
収
獲
で
あ
っ

た
▼
終
戦
の
日
も
近
い
。
ノ
ー
モ
ア

広
島
、
ノ
ー
モ
ア
長
崎
、
そ
し
て
、

ノ
ー
モ
ア
戦
争
を
み
ん
な
と
い
っ
し

ょ
に
大
き
く
叫
び
た
い
。

宸
永
馬
Ｚ
冬

Ｉ
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水の週間8月1日

→8月7日



号作 りよ』政市ｔ″

胃検診申込書

子宮検診申込書

胃検診

一
●
一
一
―
一
一
｝
一
一

キ
：
Ｓ
＠
畢
Ｉ
リ
ー
・
一
一
一
Ｉ
ト
帰
＠
一
・
ゆ
Ｉ
リ
・
一

一
一
一

一
一
一
ｅ
一
・
一
Ｉ
・
一
一
一
Ｉ
９
一
・
一
一

・
崇
応
器
．
ｍ
恋
濃
設
匹
濡
器
器
崇
ご
こ
ぽ
一
。
一
吼
ｌ
皿

呈
遊
士

尚

尚
』
二
』

」

廠

言
ご
一

－
－
―

㈲行発掬明勃４秘国吽1
9

7

が
ん
は
初
期
に
発
見
す
る
と
必
ず
な
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
検
診
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
期
間
昭
和
5
4
年
８
月
８
日
～
８
月
1
8
日
（
日
曜
日
を
除
く
）
で
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。
受
付
時
間

は
午
前
９
時
～
1
2
時
、
午
後
１
時
～
５
時
。
土
曜
日
は
午
前
９
時
～
1
2
時
。

申
し
込
み
方
法
左
上
の
申
込
書
の
太
枠
内
を
全
て
記
入
の
う
え
、
市
役
所
三
階
大
会
議
室
ま
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
団

体
の
申
込
み
は
５
人
ま
で
と
し
、
記
入
不
十
分
な
場
合
は
受
付
け
ま
せ
ん
。
電
話
・
郵
送
の
申
し
込
み
は
受

付
け
ま
せ
ん
。
申
込
書
は
市
役
所
三
階
の
受
付
に
も
あ
り
ま
す
。

検
診
料
無
料
で
す
。

く
わ
し
く
は
市
役
所
保
健
衛
生
課
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

子宮検診

８
月
８
日
か
ら
市
役
所
三
階
で
受
付

０7
5

健康の
コーナー

生
広
抽
一

月
書
は
課

８
文
合
生

所
場
衛

昌
・
・

ぐ
市
数
保

ん
゜
多
ぐ

さ
す
Ｏ

子
ま
い

お
い
さ

る
て
だ

す
し
く

載
集
絡

掲
募
連
Ｏ

に
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。
ご
す

欄
J
J
ま
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れ
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し

こ
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選

』…
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］
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朋
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年
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月
５

け
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宮
野
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穂
ち
ゃ
ん
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五
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一
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‥
一
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一
二

婦妊

ま
を

い
力

て
協
Ｏ

し
ご
す

足
の
ま

不
ん
し

が
さ
い

液
・
な
願

血
す
み
お

母
子
手
帳
を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

1
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匹皿四１りよだ″｀心ｔＩ
３く

農業者年金

未
加
入
者
に

特
別
救
済
制
度

農
業
者
年
金
は
、
農
業
に
従
事
す

る
人
が
一
定
期
間
保
険
料
を
納
め
れ

ば
、
六
十
歳
以
上
に
な
っ
た
と
き
経

営
移
譲
年
金
や
老
齢
年
金
の
給
付
を

受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。

農
業
者
年
金
に
は
、
当
然
加
入
彼

い
い
ｌ
ｎ
い
ｕ
い
○
い
い
ｕ

家
庭
婦
人

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

保
険
者
と
任
意
加
入
被
保
険
者
の
区

別
が
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、
①
国

民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
、

②
大
正
五
年
一
月
二
日
以
降
に
生
ま

れ
た
人
で
あ
る
こ
と
、
③
六
十
歳
に

達
す
る
ま
で
被
保
険
者
期
間
が
二
十

参
加
希
里
の
チ
ー
ム
は
、
８
月
1
5

日
ま
で
に
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育

課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

ス
ポ
ー
ツ
教
室

▽
と
き
・
・
・
８
月
2
6
日
心
日
）

▽
と
こ
ろ
・
・
・
日
産
軍
体
京
都
工
場
の

体
育
館
ほ
か

▽
参
加
資
格
・
・
・
市
内
に
住
ん
で
い
る

2
5
歳
以
上
の
既
婚
家
庭
婦
人
で

編
成
さ
れ
た
チ
ー
ム
（
全
国
大

会
に
出
場
経
験
の
あ
る
人
は
3
5

歳
以
上
）

▽
参
加
料
・
・
Ｉ
チ
ー
ム
千
五
百
円

▼
水
泳
教
室

８
月
７
日
（
火
）
S
1
0
日
（
金
）

の
４
日
間
午
後
６
時
半
か
ら
８
時
半

ま
で
、
西
大
久
保
小
で
。
対
象
は
一

般
男
女
で
定
員
3
0
人
。
登
録
料
は
四

百
円
。

申
込
み
は
登
録
料
を
そ
え
て
社
会

教
育
課
へ
。

（
社
会
教
育
課
）

年
以
上
あ
る
人
（
た
だ
し
、
年
齢
に

応
じ
期
間
短
縮
が
あ
る
）
の
加
入
資

格
が
必
要
で
す
。

さ
ら
に
、
当
然
加
入
被
保
険
者
の

農
茉
経
営
主
は
自
己
名
義
の
農
地
等

の
面
積
が
五
十
μ
以
上
必
妥
で
す
。

任
意
加
入
被
保
険
者
の
農
業
経
営
主

は
、
自
己
名
義
の
農
地
等
の
面
積
が

三
十
か
ら
五
十
μ
で
年
間
の
農
業
労

働
時
間
が
七
百
時
間
以
上
で
あ
る
こ

と
、
後
継
者
は
、
自
己
名
薦
の
農
地

等
の
面
積
が
五
十
町
以
上
の
農
業
経

営
主
の
直
系
卑
属
の
う
ち
経
営
主
が

指
定
す
る
一
人
で
、
農
業
従
事
経
験

が
三
年
以
上
あ
る
こ
と
な
ど
を
必
嬰

と
し
ま
す
。

市
内
で
も
多
数
の
農
菓
者
の
方
が

加
入
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
た
び

未
加
入
者
に
対
す
る
特
別
救
済
制
度

が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
、
加
入
す
る
の
を
忘

れ
て
い
た
人
や
自
分
の
所
有
地
が
な

い
た
め
加
入
で
き
な
か
っ
た
農
業
後

継
者
な
ど
に
つ
い
て
も
、
保
険
料
を

一
…
…
…
…
…
…
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1
1
1
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e

ヨ
司
Ｉ
Ｉ

宇治川納涼

花火火会
※
と
き
・
：
８
月
1
0
日
（
金
）
午
後
６
時
か
ら

※
と
こ
ろ
…
宇
治
川
塔
の
鳥
一
帯

＜
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
＞

た
そ
が
れ
コ
ン
サ
ー
ト
歌
謡
シ
ョ
ー

舞
踊
シ
ョ
ー

＜
花
火
＞打

上
花
火
（
約
千
発
）

仕
掛
花
火
（
十
六
基
）

ス
タ
ー
マ
イ
ン

（
宇
治
観
光
協
会
）

】一
一

一
場
前

議
一
雛時

一
｀
こ

冒ｊ
Ｐ

日

穏

月
十
日
で
す
。

な
お
、
賃
付
額
は
、
夏
期
と
年
末

を
合
せ
て
年
間
十
万
円
以
内
で
す
。

（
社
会
福
祉
協
議
会
）

宇
治
川
写
生
大
会

作
品
展
示
会

地
下
水
利
用

実
態
調
査

万作県
角

黄
福

厠

0
4

01
5

0９

蔵
一

地六
・

ｍ
ｏ

９
″
ぐ
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校悼山皿０心0
0

1
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に御図

にＥ作駐尹詐○

すま七ｔ
Ｍ

願おを力協ごａ換転六然天

すまし始開を換転の市治宇らか日２月８

礼一
戸

］
ジ

玉
ご■

■
ｒ

三
ご

一一
″スガ※

ｔ心四を皿にｍみ″市

Ｘ祠阪大９3
1

4
1

8
1

司７
５

０豊一

一
タ

一
ン
ｍ

欝｀
以

蔵四
大

－7
5

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
加
入
で
き
る
も
の
で
す
。

な
お
、
特
別
救
済
制
度
の
期
限
は

五
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
で

す
の
で
早
め
に
加
入
く
だ
さ
い
。

年
金
の
給
付
額
な
ど
ぐ
わ
し
く
は

罷
萎
員
会
ま
た
は
市
農
協
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

（
農
業
委
員
会
）

道
路
を
子
ど
も
に
開
放

ち
び
つ
こ
横
丁

現
在
「
夏
休
み
の
子
ど
も
を
交
通

事
故
か
ら
守
る
運
動
」
が
展
開
さ
れ

て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
で
は
宇
治
警
察
署
と

協
力
し
て
、
夏
休
み
の
間
、
車
両
通

行
止
め
に
し
て
町
内
の
Ｊ
Ｓ
Ｓ
＊
ｒ
ｔ
Ａ
)

も
た
ち
に
開
放
す
る
ｑ
ち
ぴ
っ
子
横

丁
』
を
設
け
ま
す
。

次
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
横
丁
の

Ｒ
定
を
希
里
さ
れ
る
町
内
会
は
、
交

通
労
政
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

＜
設
定
基
準
＞

〇
近
ぐ
に
遊
ぴ
場
が
な
い
。

○
い
つ
も
、
子
ど
も
が
よ
く
遊
ん
で

い
る
。

（
）
付
笠
の
住
民
に
異
議
が
な
い
。

〇
通
行
車
両
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。

○
地
域
住
民
の
協
力
や
維
持
管
理
が

約
束
さ
れ
る
。

（
交
通
労
政
課
）

明
る
い
選
挙

ポ
ス
タ
ー
募
集

中
学
卒
業

認
定
試
験

夏
休
み
親
子

ス
ケ
ー
ト
教
室

▽
と
こ
ろ
＝
・
伏
見
桃
山
ア
ジ
ー
ナ

▽
対
帛
・
・
市
内
に
住
む
観
子

▽
参
加
費
＝
・
小
学
生
千
百
円
、
中
学

忠
十
五
百
五
十
円
、
大
人
二
千

百
五
十
円
（
三
日
間
の
滑
走
料

と
賃
靴
料
、
保
険
料
を
合
む
）

希
望
の
人
は
、
参
加
費
を
添
え
て

公
民
館
（
電
話
０
２
８
０
４
番
）
へ

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
先
着
百
組

で
締
切
り
ま
す
。

な
お
、
指
導
に
は
ア
リ
ー
ナ
職
員

の
公
認
指
導
員
が
あ
た
り
ま
す
。

（
公
民
館
）

夏
期
く
ら
し
の
資
金

自動車文庫（8月分）

熱
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Λ
相
談
メ
モ
Ｖ

■
青
少
年
相
談
お
子
さ
ん
の
非
行
や
家
出
な
ど
で
お
悩
み
の
方
は
這

慮
な
く
お
越
し
く
だ
さ
い
。
保
護
司
か
相
談
に
の
り
ま
す
。
会
場
は

市
民
会
館
で
、
時
間
は
午
後
一
時
か
ら
四
時
ま
で
で
す
。

一
こ
の
ほ
か
、
市
政
相
談
と
消
費
苦
情
相
談
は
市
役
所
で
、
教
育
相
談

は
教
育
委
員
会
で
、
日
曜
日
を
除
く
毎
日
受
付
。
家
庭
児
童
相
談
は

月
～
金
曜
日
の
1
0
時
～
1
6
時
に
宇
治
福
祉
園
内
で
。
ま
た
、
高
齢
者

職
業
相
談
は
毎
週
火
・
木
曜
日
の
1
0
時
～
1
6
時
宇
治
橋
通
り
分
庁
舎

内
で
職
業
紹
介
を
行
い
ま
す
。

3
0
木

移
動
市
民
相
談
（
槙
島
公
民
館
1
0
時
～
1
5
時
）

2
9
水

2
8
火

一
訂
月

2
5
土

結
婚
相
談
（
川
東
公
民
館
’
1
3
時
～
1
5
時
）

2
4
金

市役所清掃課

赤
国
一
ノ
開
以
”
弐
３
一
Ｉ
除
３
中
ま
派
Ｉ
中
市
四
Ｉ

゛
二
い
Ｊ
Ｊ
弔
Ｊ
ゴ
Ｕ
“

匠

に
”
“

バ

ー
Ｊ
一
ま
皿
「

―
盛
彭
炉
・
・
・
あ
奄
凛
一
‘
一
Ｊ
讐
’
貼
回
恕
節
皿
悟
μ
京
ｓ
″

の
１
沢
い
ご
篆
五
器
１
ｈ
ｙ
赴
こ
Ｆ
ご
声

‘

瀦
１

皿
貿
乱
皿
二
浬
汐
心
作
一
九
Ｌ
一
匹
乱
鶏
１
．
搬
ｓ
乱
盟
単
肛
ｈ
‰
一
塾
ｋ
ぼ

御
’
正
北
”
３
’
道
坂
東
島
と

’
揃
の
゛
″
’
゛
畑
谷
路
島
界
折
ノ
ー
木
舎
を
３
ｊ
”
’
森
ｊ
３
筋
３
筋
尾
ぐ
谷
・
山
ぐ
３
’
ウ
道
筋
’
か
”
島
筋
’
で
ｙ
南
’
ぐ
市
田
Ｉ
Ｅ
内

鏃
儡
饌
訟
言
自
損
麟
謂
護
岸
漫
言
慰
謳
識
倶
滸

幡
蔵
幡
庄
幡
庄
道
庄
道
町
川
治
治
川
町
町
明
治
町
町
府
一
町
町
府
町
町
町
町
四
治
町
町
町
町
町
府
町
町
町
町
治

地
ヶ
ヶ
ヶ
景
・
嘉
―
″
緞
″
倉
嘔
ｔ
靉
倉
″
島
倉

木
六
木
五
木
五
菟
五
菟
明
士
宇
宇
白
南
羽
神
宇
開
広

Ｊ
一
一
広
大
ｉ 一

如
作

開
広

ｉ

宇
小
羽
伊
小
鮮
一
一
一
小
伊
槙
小
宇

励
2
1
2
2
。
’
2
3
2
4
2
5
プ
<
M
2
8
2
9
3
0
3
1
門
４

］

「

マ
’
“
‘

マ
ご
ヱ
ド

ヱ

’

j
1
3
1
7

9

1
8

・

2
3
木

2
2
水

2
1
火

心
配
ご
と
相
談
（
社
会
福
祉
協
議
会
内
1
3
時
～
1
5
時
）

青
少
年
相
談
（
市
民
会
館
1
3
時
1
1
6
時
）

法
律
相
談
（
市
民
会
館
‘
1
3
時
～
1
5
時
）

2
0
月

1
4
火

－1
5
水

－1
6
木

－1
7
金

－1
8
土

結
婚
相
談
（
川
東
公
民
館
1
3
時
～
1
5
時
）

精
神
薄
弱
者
相
談
（
市
民
会
館
1
3
時
～
1
6
時
）

1
3
月

1
1
土

結
婚
相
談
（
川
東
公
民
館
1
3
時
～
1
5
時
）

1
0
金

９
木

法
律
相
談
（
市
民
会
館
1
3
時
～
1
5
時
）

８
水

７
火

心
配
ご
と
相
談
（
社
会
福
祉
協
議
会
内
1
3
時
～
1
5
時
）

６
月

１
水

－２
木

－３
金

－
４
土

結
婚
相
談
（
川
東
公
民
館
1
3
時
～
1
5
時
）

人
櫓
相
談
（
市
民
会
館
1
0
時
～
1
5
時
）

８
月
の
相
談
カ
レ
ン
ダ
ー

城南衛生管理組合

嵩
急

ａ
ｓ
＆
ｓ
Ｅ

ご

こ
匹

Ｊ
’
万
言

ゝ

馬
で
ご

″

あ

～

中

Ｍ
-
ｉ
ｋ
ｒ
.

Ａ
Ｂ
Ｕ

配
湯
艶
い
皿
瞰
意
皿
響

諒

一

匹
難
肱
診
難

望
認
尋
凶
載
ｓ
’
認
砿
ｒ
Ｊ
’

ｔ
器
鸚
藪
器
１
智
頭
謂
７
禦

ｆ＜
2
4
2
5
S
3
2
8
2
9
3
0
3
1
八
３
４
５

ｍ
］
2
3
1
6
7
8
9

9
万

1
1
1
6
1
7
1
8
2
0
2
1
Ｊ
2
3 西

前
‐

｀
の
ｓ

Ｇ
島
Ａ
Ｊ
川
。

‥
‥

Ｊ
扁
。
八
ぷ

ゝ
｀
」
器
国
‰
ぼ

お
四
囲

ｊ
ｊ
Ｍ
南

召
″
谷
Ｉ
善

λ
‘
゛

お
原
詩

・
南
’
裏
大
開
蛇
森
’
俘
川
’

一
一
一

之
ｎ
彦
島
穏
曖

明
大
鉄
北
丸
以
以
池
権
瑞
肌
’

Ｕ
繕
溜
息

゛
且
’

■
^
／
-
Ｎ
＊
ｌ
Ｓ
ｆ
ｆ
ｉ
ａ
ｔ
ｅ
Ｋ
ｊ
Ｓ
南
以
’

陽
難
胆
議

薗
議
１
腫
腫
政

一
5
2
7
2
8
3
1
ハ
３
４
ｊ

ｍ
４
8
9
1
0
1
1
1
6
1
7
1
8
2
0
2
1

し尿収集日の変更

掃
収
1
6
問
・
３

清
尿
め
日
い
合

沢
し
た
４
さ
組

は
″
の
〃
だ
理

間
め
。
こ
３
く
管

日
た
’
が
承
生

３
の
た
日
了
衛

の
備
ま
集
ご
南

日
整
Ｏ
収
で
城

1
5
検
ん
の
の
ぐ

”
点
せ
目
す

日
期
ま
回
ま

1
3
定
き
１
り

月
の
で
降
な

。
ヤ
一
ｙ
一
一
一
｀

゜
皿
｀
゛
大
日

遊
一
一
西
Ｉ
５
為
‐

“
こ
ｒ
器
謳
漕

一

説

謬
論
議
難
能
吏
認
。

四

2
4
2
5
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
1
3
4
5

ハ
2
3
4
6
7
8
9
1
0
1
1
1
6
1
7
1
8
2
0
2
1
2
2
2
3

8
’
一

＝

竪・
《
毒

ｙ
騨

ｙ
場

匹
現

族
築

家ご
建

Ｅ
垂

ナ
木

貪

に
工
ヽ
下
・

域
礎
を
し
す

地
基
で
越
ま

部
ヽ
ま
お
き

南
り
宅
へ
載

て
あ
住
・
場
て

し
数
な
す
示
せ

と
多
力
ま
展
さ

心
が
近
け
の
内

中
件
問
だ
記
案

を
物
成
だ
右
ご

内
の
完
い
に
即

市
中
ら
学
軽
・

治
築
が
見
気
い

宇
建
事
ご
お
さ

く
今
～

戸
農作

●
●
ｔ
●
●

ワ 劈業
一

産
一

島
－

田
一

Ｗ

－
1
0
0 1

●

す
み
よ
い
環
境
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
（
宇
治
市
民
憲
章
か
ら
）

もえないゴミ収集

日程表

し尿収集日程表

念
－

－－

－

一
一
－

―

―
‐

―

一「一

－
－

１四ｊ
１

］
‥

社
一

会
式

株業
産

島田

一一二ニー
・

－
一

－
一二’

・
す

一
指

・
白

をり

一
く

づ
い

ま

・

住
一
いる明

ｎ
乙

ｒ
ａ

７
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